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Photo 1 State of the collapsed form shoring at 

the construction site of Honsyu-Shikoku Photo 2 State of the collapsed girder type form 

shoring at the construction site of the 

motor car way in Okinawa. 

bridge. 

本四連絡橋工事における型枠支保エの倒壊の

状況

うに倒壊した。このとき打設作業をしていた作業員

のうち， 5名が死傷した。 Photo1は倒壊の状況を

示す。

現場は，下段が鉄道用で，上段が道路用となる高

架橋の橋台の建設工事で，災害発生当時，道路用橋台

（梁長 40m,梁高 3.25m,梁幅 3.5m)のコンクリー

ト打設工事が行われていた。型枠支保工は，両側の橋

脚の間に，鉄道用橋台から H形鋼による支柱が2列

14本立てられており，橋軸方向は山形鋼による斜材

で，また橋軸と直角方向は，水乎つなぎ材で連係し

ていた。支保エの基礎から型枠の下部までの全高は

約10mで， H-300x300の支柱，ピース，ジャッキ等

を継ぎ足した段組構造であった。

また，両橋脚の外側部は橋脚に取り付けたプラケッ

ト上にそれぞれ型枠支保工を設け，その上に型枠が

組み立てられたものである。

2) 災害の原因

災害原因を明確に特定することは困難であったが，

現場での調査から以下の点が考えられる。

(1) 支保エの構造は段組構造で，上部支柱は，ウエ

プにスチフナーによる補強のない H形鋼を 2段

平行重ねとした桁の上にH形鋼の短柱，ピース，

砂ジャッキ等を継ぎ足した構造となっていた。こ

のため，この支柱部分が鉛直荷重に対し十分に

耐える構造でなかった。

(2) 下段支柱への斜材の取付位置，数量等橋軸方向

の構面の構造が不適切であり，水平力に対する

強度が十分な構造でなかった。

沖縄自動車道建設工事における梁式型枠支保

工の倒壊の状況

(3) 水平つなぎ材の接合法等が不十分であり，橋軸

に直角方向の構面の水平力に対する強度が十分

な構造でなかった。

(4) 型枠支保工用部材の接合部のボルト穴の径が過

大であり，また，ポルトの数量が不足していた。

(5) 型枠支保エの事前の計画が不十分なまま組み立

て作業が行われていた。

事例 2: 沖縄自動車道比謝川橋建設工事における梁

式型枠支保エの崩壊災害

昭和 61年 10月，那覇市の沖縄自動車道比謝川の

上部エの PCスラブの工事中にコンクリート型枠支

保エが崩壊した。

当日，朝からコンクリートの打設を開始し，約85%,

209記のコンクリートを打設したとき，スパンの中

央部付近で打設面が若干沈んでいることが確認され

たため，この沈下部分にコンクリートの追加打設を

行った。この後しばらくして，スパン中央部から沈む

ように型枠支保エが崩壊した。このとき，コンクリー

ト打設中の作業者のうち 17名が死傷した。 Photo2 

はその崩壊の状況を示す。

このスラプは， 29.2m,幅は 11.9mで高さ 1.4m,

PC単純中空床版構造であり，水面から支保エ項部ま

での高さは，約 13mであった。

また，型枠支保エの構造は，比謝川両岸の擁壁に

沿って各 25本の四角支柱を 1列に立て，これらを

相互に水平つなぎ材と斜材で補強し，この上に H-
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300x300の形鋼を 2段重ねにして載せ，重支保梁の

受桁とした。この両岸の受桁にスパン約 27.3mの重

支保梁を 32本架け渡し，この上に角材の大引きを並

ベ，さらにこの上に建枠を 2段組み上げ，コンクリー

ト型枠を組み立てたものである。

2) 災害の原因

現場での調査から，以下の点が災害の原因と考え

られる。

(1) 建枠がかなり経年劣化の進んだものが使われて

おり，所期の強度が得られなかった。また，機

材の点検等が十分に行われていなかったものと

みられる。

(2) 橋軸と川が直交していなかったため，重支保梁

とその水乎つなぎ材及び振れ止め斜材との接合

がメーカ指定の専用金具を用いた接合ができず，

番線で結わえたものであった。このため，重支

保梁は，構面に直角方向の水平力に対して十分

に抵抗できる構造ではなかった。

(3) 重支保梁には組立図通りの数量の水平つなぎ材

が設けられていなかった。このため水平方向の

安定性の乏しい構造であった。

(4) 事前の施工計画の検討が十分に行われていなか

った。

事例 3: 阪神高速道路北神戸線建設工事におけるコ

ンクリート型枠支保エの倒壊災害

1) 災害の概要

昭和 62年 2月，兵庫県神戸市の阪神高速道路北神

戸線建設工事現場において，上部エのスラプのコン

クリート打設工事中，コンクリート型枠支保エの倒

壊災害が発生した。

当日，東行車線の P13橋台から Pis橋台までの 5

スパン， 90mのホロースラブ（幅 10.5m,スラプ厚

さ1.05m,東走行方向 0.2%の登り勾配，道路横断方

向の雨勾配4%)のコンクリート打設作業を行う予定

であり，打設作業は， P13から始められ， P11で終了

した。さらに， P11~Pis間のスラプにコンクリート

の打設作業中， P11の両側のトラス梁を支えていた支

保エ支柱が崩壊したため，支柱部材， トラス梁，型

枠及び打設中のスラブが落下し，この上で作業をし

ていた作業員のうち， 9名が死傷した。 Photo3は，

その倒壊の状況を示す。

型枠支保エの構造は，既設の P11橋台の東，西両

面に沿って各 2本高さ約 3.5mの H-300x300のH
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Photo 3 State of the collapsed form shoring at the 

construction site of Hanshin Highway in 
Kobe. 

阪神高速道路建設工事における H形鋼支柱式
型枠支保エの倒壊の状況

形鋼の支柱を橋台のフーチングの上に立て，この上

に長さ 18m,H-350x350の根太を載せている。ま

た，橋台の南北面の張り出し部には，同基礎フーチン

グからそれぞれ南北方向に方杖を取り付け，上記根

太の両端を支えている。この根太材の上に長さ 7.2m

の支柱を 4本東西両構面で合計8本立て，この上に

H-300x300の大引を載せている。この大引の上にス

ラブの走行方向の勾配，雨勾配等の高さ調整のため

のピース，ジャッキを継ぎ足した短い支柱で上弦支持

式のトラス梁（長さ約 15m,梁せい 1.55m) を支え

ている。型枠は，このトラス梁上に組み立てられて

いた。

また，大引と根太の間の支柱には水乎材と L-75x75

の斜材により相互の連係を図るとともに，大引と橋

台との間に水平つなぎ材を取り付けている。

2) 災害の原因

災害の原因を特定することは困難であったが，以

下の点が考えられる。

(1) 支保エの倒壊状況からみると， P11の東側のトラ

ス梁を支えていたピース，及びジャッキで構成

される継ぎ足し支柱が鉛直荷重により座屈し，

P11-Pis間のトラス梁が P11側から落下し，

Pis側もこれに引きずられて落下したものと推

定される。その理由として，倒壊を免れた他の

支保エのこの部分の構造を検討したところ，前

述のようにこのスラブには走行方向，横断方向

に勾配があり，ピース類には，上部部材からの荷
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Photo 4 State of the collapsed temporary structure 

for the election girder at the railway 

construction site in Niigata. 

鉄道架橋建設工事においてエレクションガー
ダを支えていた仮設支柱の倒壊の状況

重を下部の支保工に適切に伝えるよう考慮され

た形状のピースが使用されておらず，このピー

ス，ジャッキで構成される支柱の中心軸が正し

＜鉛直に組み立てられなかった。このため，下

部の支保エの支柱に対し偏心荷重の影響が大き

くなり，座屈したものと考えられる。

(2) ジャッキネジ部分が中空で，他の部材と継ぎ足

し使用されたとき，十分な耐力が期待できない

ジャッキが混用されていた。

(3) 大引，根太等の部材の支柱を受ける部分のウエプ

にはスチフナー等の補強がなされていなかった。

事例 4: 北越北線道川 B(CP)架工事における仮設

支柱の倒壊災害18)

1) 災害の概要

平成元年 9月，新潟県東頸城郡松代町の北越急行

の北越北線の橋梁建設工事現場で，エレクションガー

ダを支える仮設支柱の倒壊災害が発生した。

現場では，越道川に全長 63m,支間長 30.7mの橋

梁を架設する工事を行っており，既設の橋脚の高さ

4.5mの上に長さ 31m,重さ 77.3tfのPC桁を架設す

るため，高さ約 10mの2基の仮設支柱の上にエレク

ションガーダを載せ，その上に設置されていた架設

台車からワイヤーロープでこの PC桁をつり上げて

所定の位置まで搬送し，チェーンプロックを操作し

て， PC桁を降ろす作業をしていた。このとき，エレ

クションガーダを支えていた 2碁の仮設支柱のうち

の1基が倒壊し，エレクションガーダ及びPC桁が

落下，橋脚や仮設支柱の上にいた作業員等 4名が死

傷した。 Photo4はその倒壊の状況である。

仮設支柱の構造は，組立鋼柱ユニットを 4段に継

ぎ足した支柱20本を足場用鋼管の水平つなぎ材と斜

材で一体化したもので，仮設支柱の安定性を保った

め，控え鋼が 6本設けられていた。また，基礎部分

は地盤上に砕石砂利を敷き，枕木を並べ，この上に

組み立てたものである。この仮設支柱の断面寸法は，

1.2mx2.7m, 高さ 11.83mであった。

2) 災害の原因

現場における調査結果から，災害の原因は，以下

のように考えられる。

(1) 現場は，埋め戻し土の軟弱な地盤であり，その

上に枕木を敷き並べた程度の基礎であったため，

PC桁の重みが作用したときに，基礎が不同沈

下し，仮設支柱が傾いて重心が移動し，倒壊の

原因となった。

(2) 支柱の脚部の基礎部への固定及ぴ仮設支柱の項

部とエレクションガーダとの固定がなされてい

なかった。このため，仮設支柱の構造は，安定

性に欠けるものであった。

(3) 仮設支柱の控え綱のアンカ一部分の耐力が不足

していた。

(4) 施工計画段階での仮設支柱及ぴ基礎部分の強度

の検討が不十分であった。

1.2.3 型枠支保エの倒壊災害の原因について

災害の原因の究明は，様々な制約からその原因を

特定することは，困難な場合が多いが，同種の災害

防止のための有用な手がかりとなるため，でき得る

限り綿密な調査を行い，直接原因のみならず，間接

原因を明らかにする必要がある。

上記のような最近の仮設構造物の倒壊事例の原因

についての災害調査を要約してみると，倒壊原因と

しては次のようないくつかの事項を挙げることがで

きる。

1) 支保エの設計計画において，実際に作用するも

のと想定される鉛直方向の荷重のみを考慮し，支

保エの安定性を保つのに必要な水平方向の荷重

を考慮していない。この結果，次のような支保

工等の構造物の水平方向の力に対し，抵抗力の

低い構造となっている。

(1) 斜材の接合位置が支柱，桁の支点から離れて
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おり，斜材の効果が完全に活かされていない。

(2) 水平つなぎ材による支柱の項部，中間部の連

係または，既設橋閲への支柱頂部の連係によっ

て水平力に対する支保エ全体の安定化がなさ

れていない。

(3) 主要部材のボルト接合用の穴が必要以上に大

きく穿孔されている。

2) 支保エの部材設計においては，設計荷重に対し

て主要部材の断面応力のチェックのみに終始して

いる場合が多く，また，部材接合部のポルトの数

量，浴接の仕様等細部の仕様が指定されていな

いことが多く，これらが現場任せとなっている。

3) 不安定な構造，主要部材の強度か不足のまま，エ

事を行っている。例えば，

(1) H形鋼，ジャッキ， ピース等を継ぎ足した混

成部材による曲げ剛性の低い支柱が使用され

ている。

(2) ウェブにスチフナーによる補強のない H形

鋼を桁とし，この上に支柱を立てているため，

支柱の材端が回転し，座屈を生じやすい構造

となっている。

(3) 支保エの支柱等に腐食した部材が使用されて

いるため，初期の耐力が得られない。

(4) 打設面の勾配や施工精度の不良による支柱ヘ

の偏心荷重が作用し，支柱の支持力が低下す

る。

(5) 控え綱のアンカーの構造，強度が十分でない。

等を挙げることができる。

4) 支保.Iの基礎の構造，強度が充分でない。

(1) 支保エの支柱の屈礎工のレベルコンクリート

強度が不足している。

(2) 軟弱な地盤の上に支保上を組み立てるとき，

地盤の強度の確認、，安全上必要な補強等かな

されていない。

5) 施工管理が十分に行われていない。

(1) 支保エの事前の施工計画か詳細に検討されて

いない。

(2) 支保エか施工計画書の組み立て図の通りに組

み立てられていない。例えば，部材接合用の

ホルトの数量，補強用のピース等の部材の仕

様等組み立て図に指定された仕様通りに使用

されていない。

(3) 支保エの組み立てが製造業者指定の組立仕様

通りに組み立てられていないため，支保エ本

倫きn -7-

来の強度が発揮できない。

(4) 工事中，きしみ等の異常音，異常変位等支保

工の倒壊の前躯現象を的確に把捏していない。

また，これらの前駆現象に気付いたときの点

検が不徹底である。

以上の例のように，倒壊災害を引き起こした仮設

構造物では事前の安全性が十分に検討されていない

まま工事が遮められてきていることが指摘される。

1.3 倒壊防止に関する当面の主な研究課題

上記の災害湛例とその原因から，仮設構造物の倒

壊災害防止のために，当面当研究所において実施す

べき研究課題として，次のような項目が挙げられる。

1) 水平荷重・作業荷重の設定

現行の仮設構造物の設計基準，指針等は，仮設構

造物の設計に必要な荷重の算出法についての一般的，

慨念的な内容を示すのみであり，その内容にもかな

りの差異があり，最近の仮設構造物のエ法及び作業

内容の変化にも対応できない面もでてきている。こ

のため，仮設構造物の設計に際し，水平荷重，作業

荷重及び振動荷重等に対する検討が看過され，これ

が上記のような重大災害を招く原因ともなっている

ことから，実状に応じた設計基準を整備する必要か

ある。

このため，建設工事現場において，使用中の各種

仮設構造物の各部材に作用する応力，変位量を実測

するとともに，施工法，作業内容，建設機械の稼働

状況等を実測調査し，このときの各種荷重の作用状

態を把握し，その評価を行う。

2) 仮設構造物の水平荷重に対する安定性の評価

仮設構造物の組み立ては，現場の状況に合わせて

行うことが多いため，現場において部材の手なおし

等の設計計画と異なった糾み立てが行われることか

多い。このため，糾立精度が低下し，部材相互の偏心

接合や，不遥正な寸法によるポルト穴の穿孔等が行

われる場合か多く，部材接合部及び骨組み全体の剛

性が低下し，骨組みの力学的安定性か損なわれ，ま

た，同時に 2次的な水平力等か生じ，倒壊の原因と

なることがある。したかって，施工不良に起因する

不安全要因と，骨組みの安定性の低下度との関係を

構造力学的に究明する必要がある。

3) 阪設構造物の部材の強度の評価

(1) 梁式支保工用のブラケット及びアンカーボル

トの所要強度
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橋梁建設工事の橋桁及びスラブのコンクリート打

設工事においては，鋼製ブラケットを既設の橋脚の

側面にボルト止めにし，これに鋼製のトラスまたはI

形梁を架けわたし，その上に型枠支保工を組み立て

るエ法が採用されることがある。しかしながら，こ

のエ法のブラケットの構造とその所要強度及びアン

カーボルトの明確な設計基準は確立されていない。こ

のため，現在は，鉄筋コンクリート等各種の設計基

準を採用している状況である。

このような状況から，ブラケットの所要強度とそ

の構造，アンカーボルトの設計強度及ぴ橋脚コンク

リートに対する強度の検討の方法についての技術基

準の確立を図るための研究を行う。

(2) ジャッキ，ピース及びH形鋼を用いた混成部

材の支柱の強度の評価

H形鋼を支柱及び桁材に用いた支保エの場合，支

柱の高さの調整，コンクリート硬化後の支保エ解体

の容易化のため支柱の一部にジャッキを用いることが

多い。また，スラフの勾配，支柱の高さの調整のため

にピース類を用い，ジャッキとともに混成部材による

支柱を構成する工法が多く採用されている。このよ

うな場合の支柱の座屈強度は単一材に比べ著しく低

下することが予測される。とくに，ウェブに対しスチ

フナーによる補強をしていない H形鋼を桁材に使用

し，これに支柱を立てた場合には座屈強度は著しく

低下することが予測され，これがこれまで述べてき

た多くの倒壊災害の原因の一つとなっているのでは

ないかと推定される。このため，実験的にこのよう

な支柱の座屈強度の評価を行う。実験にあたっては，

各支柱部材の中心軸に対し偏心を与え，この偏心の

影響を考胞する。

(3) 部材接合部の安全性の評価

仮設構造物は，その利用目的から組み立て，解休

の簡便性が要求される。このため，部材の接合法は，

簡略化する傾向があり，従って，永久構造物に比べ構

造的には安全性の低いものとなっている。しかしな

がら，現在，部材の接合法についての具体的な技術

基準はなく，永久構造物のそれを参考にしているの

か実状である。よって，各仮設構造物の接合部の安

全性の評価を行う。

(4) 斜材の接合部の位置による斜材の効果

一般に仮設構造物の構造形式は， トラスまたは合

成骨組となることか多く，構造物の安定性を保った

めには，斜材は主要な部材となる。しかしながら，現

場において斜材の接合位置が支柱と梁の交点から離

れているときには，水平力に対する構造物の抵抗が

低下することは明かである。このため斜材接合位置

の支柱と梁の交点からのずれと，構造物の水平荷童

に対する抵抗力の関係を明らかにするための研究を

1T1。

本報では，上記 1)に関して，型枠支保工に作用す

る荷重等について現場実測調査を行い，第 2章，第

3章にその概要を報告している。次に， 3)に関連し

て，型枠支保エの部材強度について実験的研究を行

い，第 4草～第 7章にその概要を報告している。

（平成 4年 2月 1日受理）
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付表 最近の足場，型枠支保エ等の倒壊による重大災害の例

（一部墜落災害を含む）

事業の内容
（丁］事の種類）

1. 橋梁建設工事

2. 橋梁建設工事

3. 鉄骨・鉄筋コ
ンクリート造
家屋建築工事

4. 橋梁建設工事

道

県

川

京

都

府

一

香

東

災害発生
年月

本文の事例 1参照

タイドアーチトラス桁道路橋撤去工事において，片側アー

チ桁（幅 12m,長さ 66m,重さ 536tf) を，台船と解体飯

桁を利用して，仮設杭及ぴ橋脚上に架設した工事桁の台車

に載せて河川敷側に縦取りするため，第 1会縦取り後，台

船側を工事桁に移す準備中，工事桁が壊れて，ァーチ桁か

蕗下し，被災者らが下敷きとなった。

北海道 1昭和 60年 10月Is階建鉄骨コンクリート造のホテル建築現場において，屋
上スラブ上でコンクリート打設作業を行っていたところ，

梁式型枠支保エの一部が倒壊し，スラプ上で作業をしてい

た被災者 4名が 4.7m下の 5階スラプ上に落下した。

山 口 I昭和 61年 8月 1工事現場において門工をリフターに乗せ，ガーダー上を移
動させて橋脚上に設置する作業中，門エ据付位置を修正し

ていたところ，ガーダーがゆれ， リフターガーダーから転

落し，門エが倒壊した。

昭和 59年 4月

昭和 59年 12月

災害の概要
死傷者数
（死亡者数）

5(2) 

16(5) 

4(0) 

3(0) 

5. 橋梁建設工事 1沖縄 昭和 61年 10月1本文の事例 2参照 17(1) 

6. 橋梁建設工事 福井 昭和 61年 12月 橋梁新設工事において，橋台を新設のため，鉄筋を番線で 3(0) 

丸太足場に緊縛中，それらの架台と鉄筋が崩壊し，緊縛作

業中の作業者 3名が横倒しとなった丸太や鉄筋の下敷きと

なり被災した。

本文の事例 3参照7. 橋梁建設工事

8. 機械器具設置
工事

9. 橋梁建設工事

10. その他の設
備工事

11. ずい逍建設
工事

兵庫昭和 62年 2月

岐阜昭和 62年 8月

大阪 I昭和 63年 6月

東京 I平成元年 3月

青森 I平成元年 8月

12. 橋梁建設工事 I新潟 I平成元年 9月

スキー用リフト新設工事に伴う架設作業で，アングル組立

製の門型支柱を立て，同支柱の項上部分に登り，ガイロー

プ取付作業中，同支柱が倒れ下敷きとなった。

橋脚上事現場において，柱鉄筋の組立作業中，柱鉄筋が足

場とともに倒れ，内側足場上の作業員か倒れた鉄筋の間に

はさまれた。

大型看板の据え付け作業に使用した足場の解体作業中，足

場の控えを取り外したときの突風があり，足場が倒れたた

め足場上の作業員が被災した。

仮設橋りょう (I輻6m,長さ 30m)の解体作業中，作業手

順に定められていた主溝の横倒防止策を省いたため，主溝

が下流側に倒壊し橋の上で作業していた 3名被災した。

本文の事例 4参照

8(1) 

3(1) 

4(0) 

4(0) 

3(0) 

4(2) 
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事業の内容
（工事の種類）

13. 建設業

災害発生
年月

平成 2年 3月

14. 土木工事業

15. 建設業

16. 建設業

17. 建設業

18. 建設業

19. 土木工事業

20. 建設業

道

県

京

都

府

東

群馬 I平成 2年 4月

エレベーターシャフトの 7階部分で内壁の型枠解体作業中，

解体したベニャパネルを鋼製作業床に仮置きしていくうち

iこ，作業床が倒壊し，各階の作業床を壊して 3階まで落下

し， 3名の作業者が被災した。

砂防ダムの拡幅工事で，型枠最上部に設けた作業床におい

てコンクリート注入作業を行っていたところ，注入終了時

に一部の型枠が崩れ，同時に作業床も崩れ落ち，作業者 3

名が 14m下の地下に落下して，被災した。

第 1, 第 2トンネルの中間地点において，本線地下をくぐ

る地下道建設に伴うポックスカルバートのコンクリート打

設中，型枠支保エが倒壊して足場に当たり，足場上で作業

していた 4名の作業者が墜落し，被災した。

体育祭の準備で枠組足場を使用して応援席（高さ 6.8m,長

さ68m)の設置工事を行っていたところ，突風のため，組

立中のステージが倒壊し， 5名の作業者が被災した。

橋の拡幅工事現場で，橋梁架設作業中（橋桁にワイヤーを

かけてウインチで引き出す作業），橋脚上に設けたローラー

付架台が倒れ，橋桁がバランスを崩し，引き出し用ワイヤー

が倒れ，他の架台をなぎ倒した。この時，その架台上で作

業していた 3名の作業者が被災した。

高さ約 12mの橋脚の上梁工のコンクリート打設作業を行っ

ていたところ，張り出し部分が支保エとともに崩壊し，型

枠上で作業していた 7名の作業員が落下し，負傷した。

香川 平成 2年 12月 退跡発掘調査中，写真撮影用に設けられた枠組足場（高さ

約 15m)が突風で発掘作業中の作業員の上に倒れ， 6名が

被災した。

長野 I平成 2年 6月

新潟 I平成 2年 6月

長崎 I平成 2年 7月

静岡平成 2年 9月

災害の概要

神奈川 I平成 2年 12月 I縦形の円筒形のコンクリート水路を建設する際，専用の型

枠を使って 2回目の打設を準備中，型枠をささえていた油

圧ジャッキ（計 12本）の一部が座阻し，型枠の下敷きとな

り3名の作業者が被災した。

死傷者数
（死亡者数）

3(0) 

3(0) 

4(0) 

5(0) 

3(1) 

7(3) 

6(1) 

3(2) 




